
　【渡航手続代行契約】

　　渡航手続料金（企画旅行にも適用されます。）

料　　　　金

出入国  （１）出入国記録書の作成代行 　１人１カ国につき　４,２００円

記録書  （２）出入国記録書を追加作成 　１人１カ国につき  １,０５０円

 （１）旅券申請書類の作成代行 　１人につき　        ４,２００円

　１人につき、（１）の料金に
　　　　　　　　　  ５,２５０円増し

旅　券 　１人につき、（１）の料金に
　　　　　　　　　　５,２５０円増し
　１人につき、（１）の料金に
　　　　　　　　　   ５,２５０円増し

　１人１件につき
　（１）の料金に　 ４,２００円増し

査　証 　１人１件につき　
　（１）～（４）の料金に５,２５０円増し

 （６）査証免除の手続書類の作成 　１人１ヶ国につき　  ２,１００円

 （７）招聘状、現地の引受証明書等の取得代行 　１人１ヶ国につき　 ３１,５００円以内

 （８）オーストラリアＥＴＡＳの登録と確認証の発行 　１人１回につき　     ３,１５０円

 （９）オーストラリアＥＴＡＳの登録確認 　１人１回につき   　   1,０５０円

 （10）オーストラリアＥＴＡＳの確認証の再発行 　１人１回につき   　   1,０５０円

 （11）英文日程表の作成 　１書類につき　        ２,１００円

　１人１カ国につき
　（１）～（６）の       ５,２５０円増し

検　疫

 （２）検疫所、保健所、診療所等への同行案内 　１件につき　　　       ５,２５０円

 （１）警察証明書等各種証明書の取得のための同行案内 　１人１件につき　      ５,２５０円

 （２）公正証書の取得代行 　１人１件につき　      ５,２５０円

 （３）再入国許可申請手続の代行 　１人１件につき　      ６,３００円

（注）１、各該当料金は合算して申し受けます。

　　　２、お客様がご自身で書類等を入手作成されるときは、料金は不要です。ただし、書類等のみをお渡しすることはいたしかねます。

　　　３、お客様の事情で査証が取得できない場合であっても、上記渡航手続料金を申し受けます。

　　　４、書類作成のための翻訳料は別途申し受けます。

（注意事項）

　　　当該金額に所定の料率を乗じた旅行業務取扱料金のみを申し受けます。消費税額の計算にあたっては、１円未満は四捨

　　　五入いたします。

　　　提供機関に対して支払う費用をいいます。

　　　場合であっても、上記の取扱料金を申し受けます。

　４、変更手続料金および取消手続料金は、手配着手後の変更･取消から申し受けます。

　５、上記に含まれないものにつきましては、実費および別途料金を申し受けます。

　６、特別な要請に基づく手配事項については、実費および取扱上生じる料金を別途申し受けます。

　７、上記各料金には消費税が含まれています。ただし、所定の料率による旅行業務取扱料金及び契約の際に明示した料金を

　１、旅行費用とは、旅行サービス提供を受けるため運賃･宿泊料その他の名目で運送機関、宿泊機関等の旅行サービス

　２、団体手配旅行とは、同一旅程により旅行するお客様が､契約責任者（代表者）を定めて申込まれたものをいいます。

　３、旅行契約に基づき手配した結果､運送機関､宿泊機関等の旅行サービス提供機関が満員等の理由で予約できなかった

・書類の記載内容および認証の押印等に

　ついての責任はお客様に帰属します。

・旅券書類には再発給､増補等の申請

　も含みます。
･旅券申請に係る印刷代、および同行また

　は代理申請･受領する場合の交通費実

　費、郵送費実費は別途申し受けます。

　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　容

各種証明書

 処置料および交通実費は別途申し
受けます。

 交通実費･各関係機関等へ支払う実
費は別途申し受けます。

　１人１カ国につき   ５,２５０円

　１カ国につき　　    ８,４００円

　１人１カ国につき １５,７５０円

適用条件その他

 （１）予防接種証明書の検印の取得代行

 （２）（１）と申請または受領の為に都道府県庁への同行案

 （３）（１）と代理申請または法令で認められる代理受領

　１人１カ国につき　   ３,１５０円

 （５）（１）～（４）と緊急渡航手続または特殊な査証手続が必要な場合

 （４）（１）の手続を査証取得代理業者に委託するとき

 （12）旅行契約を伴わない場合の（１）～（６）の手続

 （４）（１）と緊急渡航手続または特殊な渡航手続が必要な

 （３）移民・留学・長期滞在等特別な目的による査証申請書類の

　　　作成または書類作成と取得代行

（平成17年4月1日改定）

　　　申し受ける場合は、別途消費税がかかります。また、当該料率を乗ずる対象となる金額に消費税が含まれている場合には、

 （２）商用・業務性査証申請書類の作成または書類作成と取得代行

 （１）観光性査証申請書類の作成または書類作成と取得代行
･当該国へ支払う査証料、および査証取得

　の手続を特定の手続代行業者に委託

　する際の委託料は別途申し受けます。

・査証申請すべき領事館等が遠隔地の場

　合は、交通実費、郵送実費を別途申し

　受けます。


